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 一般社団法人リアライズ 

権利関係⑭ 
借地借家法 

 

○×式確認問題 

【問題】 

 

＊ 解答をするときは、必ずどこで判断したかを、下線を引くなどして明確にチェックを入れ

て、正誤判断をすること。不明なところは？マークを入れておくと後から復習しやすい。  

 

【借家権】 

 

 １  期間の定めのない建物賃貸借の場合には、賃貸人はいつでも解約申入れをすること

ができ、単に解約の申し入れをすれば、その後３カ月で賃貸借は終了する。 

 

 

 ２  ＡがＢから賃貸している建物をＢの承諾を得てＣに転貸した場合、ＡＢ間の賃貸借

契約が、ＡＢの合意により解除された場合、Ａの債務不履行があった場合であっても

Ｃの転貸借契約は終了しない。 

 

 

３  ＡがＢ所有の甲建物を賃借している場合、Ａは甲建物に居住していれば、賃借権の

登記がなくても、Ｂから甲建物を買い受けた者に対して賃借権を対抗することができる。 

 

 

４  賃貸人Ａが、賃借人Ｂとの間で居住用建物の賃貸借契約を締結した。そして、当該契

約には、「Ａは、Ｂが建物に造作を付加することに同意するが、Ｂは、賃貸借契約の終

了時に、Ａに対して当該造作の買取りを請求しない。」旨の特約がなされていたが、当

該特約は借主に不利となるため無効である。 

 

 

５  ＡがＢからＢ所有の建物を賃借して居住しているが、Ｂがその建物をＣに売却し、

登記も移転した場合、Ａが相続人なくして死亡したときは、Ａと事実上夫婦と同様の

関係にあった同居者Ｄは、その事実を知った後１月以内にＣに対し特段の意思表示を

すれば、ＡのＣに対する権利義務を承継する。 

 

 

６  借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約は、契約の更新がなく、期間の満了により

当該契約が終了する旨を記載した公正証書で契約しなければならない。 


